


令和７年度一般会計補正予算（第６号）について
（令和８年１月２１日専決処分）

一般会計補正予算（第６号）は、衆議院の解散に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に必要な経費、大阪府知事の退職申立てに伴う大阪府知事選挙の執行に必要な経費並びに大東市及び四條畷市選挙区の府議会議員補欠選挙の執行に必要な経費を追加するため、編成しました。

【１】　予算規模
単位：百万円
	区分
	補正前予算額
	補正額
	補正後予算額

	一般会計
	3,370,098
	6,547
	3,376,646


　　　　（上の表においては、端数処理の関係上、合計と内訳が一致しない。）

○一般会計補正予算の財源内訳

	国庫支出金
	4,318
	百万円

	一般財源（財政調整基金）
	2,229
	百万円



○補正後の財政調整基金残高（令和7年度末見込み）　　　　　　 　　　　　　1,837億円


【２】　補正項目
（単位：千円）
	○
	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費
	4,318,145

	【総務部】　

	
	・市町村交付金　　　3,377,964千円
投・開票所、ポスター掲示場の設置など、府内の市町村が選挙等を行うにあたり必要となる費用。
・選挙公営費　　　　　940,181千円
新聞広告、ポスター作成、政見放送など、候補者が選挙運動を行うにあたり必要となる費用。

【参考】衆議院議員総選挙等に伴う予算の総額　　　　　　　　　　4,898,694千円
上記補正予算のほか、直ちに必要となる最低限の経費は、予備費580,549千円を充当することによって対応。（予備費も国庫支出金の対象）
	





	○
	府知事選挙費
	2,181,945

	【総務部】　

	
	・市町村交付金　　　2,028,982千円
投・開票所、ポスター掲示場の設置など、府内の市町村が選挙等を行うにあたり必要となる費用。
・選挙公営費　　　　　152,963千円
新聞広告、ポスター作成、政見放送など、候補者が選挙運動を行うにあたり必要となる費用。

【参考】府知事選挙に伴う予算の総額　　　　　　　　　　　　　　2,329,961千円
上記補正予算のほか、直ちに必要となる最低限の経費は、予備費148,016千円を充当することによって対応。
	




	○
	府議会議員選挙費（大東市及び四條畷市選挙区）
	47,187

	【総務部】　

	
	・市町村交付金　　　　39,175千円
投・開票所、ポスター掲示場の設置など、府内の市町村が選挙を行うにあたり必要となる費用。
・選挙公営費　　　　　 8,012千円
ポスター作成、自動車使用など、候補者が選挙運動を行うにあたり必要となる費用。

【参考】府議会議員選挙に伴う予算の総額　　　　　　　　　   　　　55,503千円
上記補正予算のほか、直ちに必要となる最低限の経費は、予備費8,316千円を充当することによって対応。
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